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構
造
改
革
特
別
区
域
法
及
び
競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
改
革
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（

平
成
二
十
一
年
法
律
第
三
十
三
号
）

（
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
一
条

削
除

第
十
一
条
の
二
を
削
る
。

第
十
八
条
第
一
項
中
「
か
ら
医
療
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
」
を
加
え
る
。

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
除
く
。
」
の
下
に
「
）
及
び
社
会
教
育
機
関
（
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法

律
第
三
十
条
に
規
定
す
る
教
育
機
関
の
う
ち
社
会
教
育
に
関
す
る
も
の
を
い
う
。
）
（
」
を
加
え
、
「
同
じ
」
を
「
「
学
校

等
」
と
い
う
」
に
、
「
学
校
施
設
」
を
「
学
校
等
施
設
」
に
、
「
）
及
び
」
を
「
）
並
び
に
」
に
改
め
、
「
を
学
校
教
育
」

の
下
に
「
及
び
社
会
教
育
」
を
加
え
、
「
学
校
に
」
を
「
学
校
等
に
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
学
校
施
設
」
を
「
学
校

等
施
設
」
に
、
「
学
校
に
」
を
「
学
校
等
に
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
が
学
校
施
設
」
を
「
が
学
校
等
施
設
」
に
、
「
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こ
れ
ら
の
規
定
中
「
教
育
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
、
」
を
「
同
法
第
四
十
四
条
第
二
項
中
「
教
育
委
員
会
又
は
」
と
あ
る
の

は
」
に
、
「
管
理
す
る
同
項
の
学
校
施
設
」
を
「
そ
の
施
設
を
管
理
す
る
高
等
専
門
学
校
」
に
改
め
、
「
長
）
」
の
下
に
「

又
は
」
と
、
「
教
育
委
員
会
を
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
委
員
会
（
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
認
定
を
受
け
た
地
方

公
共
団
体
の
長
が
そ
の
施
設
を
管
理
す
る
学
校
に
あ
つ
て
は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
長
）
を
」
と
、
同
令
第
二
条
第
三
項

中
「
教
育
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
委
員
会
（
構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
二
十

九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
認
定
を
受
け
た
地
方
公
共
団
体
の
長
が
そ
の
施
設
を
管
理
す
る
公
立
学
校
に
あ
つ
て
は

、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
長
）
」
を
加
え
る
。

別
表
第
一
号
中
「
特
定
刑
事
施
設
に
お
け
る
収
容
及
び
処
遇
に
関
す
る
事
務
の
委
託
促
進
事
業
」
を
「
削
除
」
に
改
め
、

同
表
第
一
号
の
二
を
削
り
、
同
表
第
十
九
号
中
「
学
校
施
設
」
を
「
学
校
等
施
設
」
に
改
め
る
。

（
競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
改
革
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
条

競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
改
革
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
三
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。
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（
刑
事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者
等
の
処
遇
に
関
す
る
法
律
等
の
特
例
）

第
三
十
三
条
の
三

法
務
大
臣
は
、
刑
事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者
等
の
処
遇
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
五
十

号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
刑
事
収
容
施
設
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
に
規
定
す
る
刑
事
施
設
並
び
に
刑
事
収
容
施
設

法
第
二
百
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
に
附
置
さ
れ
た
労
役
場
及
び
監
置
場
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
刑
事

施
設
等
」
と
い
う
。
）
の
運
営
に
関
す
る
業
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
刑
事
施
設
等
の
被
収
容
者
等

（
刑
事
収
容
施
設
法
第
二
条
第
一
号
、
第
百
七
十
四
条
第
二
項
、
第
二
百
八
十
八
条
及
び
第
二
百
八
十
九
条
第
一
項
に
規

定
す
る
被
収
容
者
、
刑
事
施
設
に
と
ど
ま
る
者
、
労
役
場
留
置
者
及
び
監
置
場
留
置
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
犯
罪
的
傾
向
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
、
当
該
業
務
を
民
間
事
業
者
に
実
施
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
も
当
該
刑

事
施
設
等
に
お
け
る
被
収
容
者
等
の
収
容
及
び
処
遇
に
関
す
る
事
務
の
適
正
な
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
と

認
め
ら
れ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
業
務
」
と
い
う
。
）
を
、
官
民
競
争
入
札
又
は
民
間
競
争
入
札
の
対

象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

刑
事
収
容
施
設
法
第
三
十
四
条
第
一
項
（
刑
事
収
容
施
設
法
第
百
七
十
四
条
第
二
項
、
第
二
百
八
十
八
条
及
び
第
二

百
八
十
九
条
第
一
項
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
滞
留
者
等
関
係
規
定
」
と
総
称
す
る
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
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を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
検
査
（
写
真
の
撮
影
及
び
指
紋
の
採
取
並
び
に
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定

め
る
検
査
に
限
る
。
）
の
実
施
に
係
る
業
務

二

刑
事
収
容
施
設
法
第
四
十
四
条
（
滞
留
者
等
関
係
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
検
査
（
刑
事
収
容
施
設
法
第
三
十
三
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
書
籍
等
（
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
単
に
「
書
籍
等
」
と
い
う
。
）
の
内
容
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
実
施
及
び
刑
事
収
容
施
設
法
第
七
十
条

第
一
項
（
滞
留
者
等
関
係
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
書
籍
等
の
閲
覧
を
禁
止
す
べ
き

事
由
の
有
無
を
確
認
す
る
た
め
の
刑
事
収
容
施
設
法
第
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
書
籍
等
の
内
容
に
係
る
検
査
の
補
助

に
係
る
業
務

三

刑
事
収
容
施
設
法
第
四
十
七
条
第
一
項
、
第
四
十
八
条
第
五
項
及
び
第
五
十
二
条
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
滞
留
者
等
関

係
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
百
三
十
二
条
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
百
三
十
三
条
（

こ
れ
ら
の
規
定
を
刑
事
収
容
施
設
法
第
百
三
十
六
条
（
刑
事
収
容
施
設
法
第
百
四
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ

る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
三
十
八
条
（
刑
事
収
容
施
設
法
第
二
百
八
十
九
条
第
四
項
（
同
条
第
五
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
十
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
百
四
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十
一
条
、
第
百
四
十
二
条
、
第
百
四
十
四
条
（
刑
事
収
容
施
設
法
第
百
七
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
同
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
二
百
八
十
八
条
及
び
第
二
百
八
十
九
条
第
三
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
同
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
未
決
拘
禁
者
等
関
係
規
定
」
と
総
称
す
る

。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
物
品
そ
の
他
の
物
の
引
渡
し
の
実
施
に
係
る
業
務

四

刑
事
収
容
施
設
法
第
四
十
七
条
第
二
項
及
び
第
四
十
八
条
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
滞
留
者
等
関
係
規
定
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
領
置
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
物
品
の
保
管
に
係
る
業
務

五

刑
事
収
容
施
設
法
第
六
十
一
条
第
一
項
及
び
第
六
十
六
条
第
五
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
滞
留
者
等
関
係
規
定
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
健
康
診
断
（
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
を
含
む
。
）
の
実
施
に
係

る
業
務

六

刑
事
収
容
施
設
法
第
七
十
三
条
第
一
項
（
滞
留
者
等
関
係
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
目
的
を
達

成
す
る
た
め
の
被
収
容
者
等
の
行
動
の
監
視
及
び
刑
事
施
設
等
の
警
備
（
い
ず
れ
も
被
収
容
者
等
の
行
動
の
制
止
そ
の

他
の
被
収
容
者
等
に
対
す
る
有
形
力
の
行
使
を
伴
う
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
業
務
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七

刑
事
収
容
施
設
法
第
七
十
五
条
第
一
項
及
び
第
百
五
十
四
条
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
滞
留
者
等
関
係
規
定
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
検
査
（
身
体
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
実
施
並
び
に
こ
れ
ら
の
規

定
に
よ
り
取
り
上
げ
ら
れ
た
所
持
品
の
一
時
保
管
に
係
る
業
務

八

刑
事
収
容
施
設
法
第
八
十
四
条
第
一
項
（
刑
事
収
容
施
設
法
第
二
百
八
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
に
規
定
す
る
作
業
に
関
す
る
技
術
上
の
指
導
監
督
の
実
施
に
係
る
業
務
（
第
十
一
号
に
掲
げ
る
業
務
を
除
く
。
）

九

刑
事
収
容
施
設
法
第
八
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
調
査
の
実
施
に
係
る
業
務

十

刑
事
収
容
施
設
法
第
八
十
五
条
第
一
項
、
第
百
三
条
第
一
項
及
び
第
百
四
条
の
規
定
に
よ
る
指
導
（
講
習
、
面
接
そ

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
実
施
に
係
る
業
務

十
一

刑
事
収
容
施
設
法
第
九
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
訓
練
の
実
施
に
係
る
業
務

十
二

刑
事
収
容
施
設
法
第
百
二
十
七
条
第
一
項
（
刑
事
収
容
施
設
法
第
百
四
十
四
条
、
第
二
百
八
十
八
条
及
び
第
二
百

八
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
三
十
三
条
（
未
決
拘
禁
者
等
関
係
規
定
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
三
十
五
条
第
一
項
（
刑
事
収
容
施
設
法
第
百
三
十
八
条
及
び
第
百
四
十
二
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
並
び
に
刑
事
収
容
施
設
法
第
百
四
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
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む
。
）
及
び
第
百
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
の
補
助
（
当
該
検
査
の
補
助
と
し
て
信
書
の
内
容
を
確
認
す
る

者
が
そ
の
信
書
を
発
受
す
る
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
そ
の
他
の
個
人
情
報
の
適
正
な
取

扱
い
を
確
保
す
る
た
め
の
方
法
と
し
て
法
務
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
業
務

十
三

刑
事
収
容
施
設
法
第
百
三
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
百
三
十
三
条
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
未
決
拘
禁
者

等
関
係
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
保
管
及
び
複
製
の
作
成
に
係
る
業
務

２

特
定
業
務
を
実
施
す
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
実
施
民
間
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

そ
の
人
的
構
成
に
照
ら
し
て
、
特
定
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
知
識
及
び
能
力
を
有
し
て

い
る
こ
と
。

二

個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
そ
の
他
特
定
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
す
る
た
め
に
必

要
な
措
置
と
し
て
法
務
省
令
で
定
め
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

三

そ
の
他
法
務
省
令
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

３

公
共
サ
ー
ビ
ス
実
施
民
間
事
業
者
は
、
第
十
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
特
定
業
務
に
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従
事
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

４

法
務
大
臣
は
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
実
施
民
間
事
業
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
期
間
を
定
め
て
、

そ
の
実
施
す
る
特
定
業
務
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
と
き
。

二

前
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

三

第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査

を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
若
し
く
は
質
問
に
対
し
て
答
弁
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
と
き
。

四

第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
違
反
し
た
と
き
。

５

法
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
業
務
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
、
そ
の
理
由
、

当
該
公
共
サ
ー
ビ
ス
実
施
民
間
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
並
び
に
当
該
停
止
を
命
じ
た
特
定
業
務
の
内
容
及
び
そ
の
期
間

を
、
官
民
競
争
入
札
等
監
理
委
員
会
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
遅
滞
な
く
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

法
務
大
臣
は
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
実
施
民
間
事
業
者
が
第
四
項
第
二
号
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
二
十
条
第
一
項
の
契
約

を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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７

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
実
施
民
間
事
業
者
に
よ
る
特
定
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は

、
法
務
省
令
で
定
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
以
下
「
旧
特
区
法
」
と
い

う
。
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
委
託
に
関
し
て
は
、
同
条
の
規
定
は

、
こ
の
法
律
の
施
行
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

２

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
旧
特
区
法
第
十
一
条
第
五
項
に
規
定
す
る
委
託
事
務
従
事
者
で
あ
っ
た
者
に
係
る
同
条
第
八
項
に

規
定
す
る
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
義
務
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
旧
特
区
法
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
同
項
に
規
定
す
る
病

院
等
の
管
理
の
委
託
及
び
当
該
委
託
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
特
定
刑
事
施
設
の
診
療
設
備
等
の
利
用
に
関
し
て
は
、
同
条
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の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
並
び
に
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ

る
場
合
に
お
け
る
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し
た
行
為
及
び
旧
特
区
法
第
十
一
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
医
師
そ
の
他
の
従

業
者
で
あ
っ
た
者
が
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
登
録
免
許
税
法
の
一
部
改
正
）

第
五
条

登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
六
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

六
十
二

削
除

（
登
録
免
許
税
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
六
条

附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
特
区
法
第
十
一
条
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
事
務
の
委
託
に
係
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
登
録
免
許
税
法
別
表

第
一
第
六
十
二
号
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
構
造
改
革
特
別
区
域
法
」
と
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あ
る
の
は
、
「
構
造
改
革
特
別
区
域
法
及
び
競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
改
革
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
三
十
三
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
（
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
）
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
第
一
条
（
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部
改
正
）
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
構
造
改
革
特
別
区
域
法
」
と
す
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
七
条

こ
の
附
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。


